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                                  No.51  2003 年 5 月 23 日          
                                               

                   ベトナム－高成長でも残る多くの課題                                                    

                                                                                                         

                                                  経済調査部長 森 純一                
 

 ベトナムの経済成長が回復している。アジア危機後の 98 年には 4%台に下落をしてい

た同国成長率であるが、2000 年、2001 年と GDP の実質伸び率は 6.8%、6.9%となり、

昨年もアジア各国の成長鈍化にかかわらず、実質 7%の成長を実現している。工業部門

の伸びとともにサービス部門も成長しており、本年の第 1 四半期についても世界経済の

低迷にもかかわらず、6.9%の成長を遂げたと伝えられている。消費が好調であり、経済

成長に伴う所得水準の向上に加えて、タンス預金や、海外からの越僑からの海外送金も

消費に向かっていると言われている。また海外からの観光客も昨年までは増加しており、

263 万人の観光客が訪れた。 96 年以降低迷していた直接投資も回復基調にある。 
 
 好調を伝えられる同国経済だが、多くの課題も抱えている。 
 
 ベトナムは高率の関税を工業製品に課すことにより国内企業を保護してきたが、1996
年より ASEAN Free Trade Area ("AFTA")に参加しており、2001 年からは米国との通商協

定も発効し、今後関税の引き下げやサービス産業の対外開放などが必要である。たとえ

ば AFTA への参加に伴い、1996 年から 2006 年までの 10 年間で関税率の引き下げをコ

ミットし毎年引き下げを行っており、同時に輸入数量制限の撤廃・縮小を行っている。

国際競争力の維持のためには競争力を持つ民営企業の一段の振興を図るべきであるが、

ベトナムではむしろ非効率な国営企業が経済に占める比率が上昇しており、同国の改革

に対する姿勢には不十分なものがある。 
 
 99 年、2000 年と小幅の赤字となった貿易収支は、2001 年には大幅な赤字に転じた。

上述の関税引き下げに加えて、アジア危機後の周辺諸国の通貨下落によりドンの実質為

替相場の上昇が見られたこともその一因である。同国は為替の緩やかな切り下げを行い、

競争力の維持を図っているが、為替相場制度のあり方も以下述べるように国内のドル利

用が高いこともあって、為替相場の水準管理は悩ましい問題である。 
 
 ベトナムではドルが自国通貨ドンと並んで利用されている。ドルはドンの金利と為替

相場の今後の動向によりその利用度が変わるという関係にある。すなわちドル・ドンの

金利差と対ドルでのドンの為替相場の減価予想を考えながら、ドル預金・ドル現金と、

ドン預金・ドン現金の間で資金の移動が起こるというある種の裁定関係があるようだ。

統計数値をみると(グラフ)、ドル預金はドン預金の増加を上回っており、2001 年以降に



 2 

は加速したが、2002 年にはドル金利の低下などを受けてドン預金の伸びが上回ってい

るものの、ドンに対する信頼度はまだ不安定と言わざるを得ない。ドンの切り下げは無

用の混乱を招くこともありうる。 
 
 ハノイやホーチミンを訪れると街をバイクで縦横に走り回る、タフで、明るい人々に

出会うことができ、潜在能力の高い国であることを実感する。多くの課題を抱えるベト

ナム経済であるが、持続的な発展のためには同国の指導層が、規制を取り去り、国営企

業への優遇策を止め、自由な市場を実現することを真剣に追い求めてゆく必要がある。 
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